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第１条 （目的） 

 

（目的） 

第１条 このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第

５７号）及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）

の規定に基づき、並びに個人情報の保護に関する基本方針（平成１６年４月２

日閣議決定）にのっとり、郵便事業分野における事業者が信書の秘密に属する

事項その他の個人情報の適正な取扱いの確保に関して講ずべき措置について、

その適切かつ有効な実施を図るための指針として定めるものである。 

 

【趣旨】 

本条は、本ガイドラインの目的を定めたものである。 

 

【解説】 

● 本ガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「個人情報保護法」という。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年

政令第５０７号）及び個人情報保護法第７条に基づく「個人情報の保護に関する基

本方針」（平成１６年４月２日閣議決定）のほか、信書の秘密の保護に係る郵便法

（昭和２２年法律第１６５号）第８条その他の関連規定を踏まえ、郵便事業分野に

おける事業者に対し、信書の秘密に属する事項その他の個人情報の適正な取扱いの

確保に関して事業者が講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るため

の指針として定めるものである。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（目的）  

第１条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大し

ていることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による

基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国

及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の

遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権

利利益を保護することを目的とする。  

 

（法制上の措置等）  

第６条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の

保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情
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報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他

の措置を講ずるものとする。  

 

第７条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、

個人情報の保護に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければな

らない。 

 

（地方公共団体等への支援）  

第８条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及

び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援す

るため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための

指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。  

 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ２ 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

（３）分野ごとの個人情報保護の推進に関する方針 

① 各省庁が所管する分野において講ずべき措置 

各省庁は、法の個人情報の取扱いに関するルールが各分野に共通する必要最

小限のものであること等を踏まえ、それぞれの事業等の分野の実情に応じたガ

イドライン等の策定・見直しを早急に検討するとともに、事業者団体等が主体

的に行うガイドラインの策定等に対しても、情報の提供、助言等の支援を行う

ものとする。 
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第２条 （定義） 

 

（定義） 

第２条 このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号

に定めるところによる。 

 一 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）をいう。 

 二 個人情報データベース等 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲

げるものをいう。 

  イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系

的に構成したもの 

  ロ イに掲げるもののほか、当該情報の集合物に含まれる個人情報を一定の

規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが

できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、牽引その他

検索を容易にするためのものを有するもの 

 三 個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 

 四 保有個人データ 個人情報の保護に関する法律第２条第３項に規定する個

人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去

及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをい

う。ただし、次のイ又はロの場合を除く。 

  イ 当該個人データの存否が明らかになることにより公益その他の利益が害

されるものとして、次に掲げるもの 

（一） 本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるも

の 

（二） 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの 

（三） 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が

損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る

おそれがあるもの 

（四） 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障

が及ぶおそれがあるもの 

  ロ 六ヶ月以内に消去する（更新することを除く。）こととなるもの 

 五 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。 

六 事業者 郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第２条の規定に基づき郵便

の業務を行う郵便事業株式会社及び郵便窓口業務の委託等に関する法律（昭

和２４年法律第２１３号）第３条第１項の規定により郵便事業株式会社から

同法第２条に規定する郵便窓口業務を行うことの委託を受けた郵便局株式
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会社をいう。 

【趣旨】 

本条は、本ガイドラインで使用する用語の定義を定めるものである。 

 

【解説】 

● 本ガイドラインで使用する用語の定義については、個人情報保護法及び個人情報

の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）に従って、同様の規定を

設けているほか、本ガイドラインの適用対象となる「事業者」の範囲について定め

ている。 

 

● また、本ガイドラインでは、個人情報保護法に基づき、規律の対象は、規律する

内容に応じて「個人情報」、「個人データ」、「保有個人データ」としている。 

 

● 第１項の「個人情報」について、郵便事業において取り扱われる主な個人情報と

しては、次のようなものがあげられる。 

・ 住所や電話番号といった情報については、それのみでは基本的に個人情報に該

当しないが、それらの情報と本人の氏名を組み合わせるなど、他の情報と容易に

照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、全体として個人

情報に該当する。 

・ また、差出人や受取人が法人である場合には、その会社名や部署名といった情

報のみであれば「個人情報」には該当しないが、特定の担当者に関する氏名等の

情報は「個人情報」に該当することに留意する必要がある。 

 ・ なお、雇用管理に関する個人情報の取扱いについては、「雇用管理に関する個

人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」

（平成１６年厚生労働省告示第２５９号）によるものとする。 

 

● 第２項の「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用

いて検索することができるように体系的に構成したものや、コンピュータを用いな

くても紙面で処理した個人情報を一定の規則（例えば、五十音順）に従って整理・

分類し、目次・索引などを付けて容易に検索できるようにしたものをいう。具体的

には、五十音順に整理されている顧客名簿などは「個人情報データベース等」に該

当すると考えられる。 

 配達担当地域の居所・居住者等に関する情報を集積したファイルや、郵便物引受

証・配達証の類も、配達の道順や書留番号等によって情報を検索することが可能な

ものであることから、個人情報データベース等に該当する。 
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● 第３項の「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する一つ一つの個

人情報をいう。 

 

● 第４項の「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が開

示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行

うことのできる権限を有するものを指す。ただし、次のものは「保有個人データ」

には含まれない。 

・ 当該個人データの存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される

もの 

 ・ ６ヶ月以内に消去するもの（当該データを取得した時から起算） 

・ 事業者が持っている個人データであっても、第三者（委託元等）から提供を受

けたもので開示、内容の訂正等を行う権限がないもの 

 

● 第６項の「事業者」とは、郵便事業の実施主体である郵便事業株式会社及び法律

に基づき郵便業務の一部を受託することが義務づけられている郵便局株式会社を

いう。 

・ 他分野におけるガイドラインでは、適用対象事業者について、「個人情報取扱

事業者に該当するものであって何某の事業を営む者」といった形で定義を行う

のが一般的である。ただ、郵便事業については、郵便法第２条により、郵便事

業株式会社が行うと明記されており、同法第４条第１項により、同社以外の者

が郵便の事業を営むことは禁じられている以上、郵便事業の事業主体は、同社

に限られる。 

 ただし、郵便局株式会社については、郵便窓口業務の委託等に関する法律第

３条第１項により、郵便事業株式会社は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばき

に関する業務を郵便局株式会社に委託しなければならないとされており、業務

委託が法律上義務づけられている。 

 郵便窓口業務においては、郵便物の引受けに伴い個人情報を取得する局面が

多くあり、かつ、その受委託関係は法定されたものであることにかんがみ、郵

便事業株式会社とともに、郵便局株式会社についても明示的に適用対象とする。 
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・ 郵便事業に係る委託先には、他にも、郵便物運送委託法に基づく運送・集配

業務の受託者、郵便窓口業務の委託に関する法律第４条に基づく郵便窓口業務

の再委託の受託者等もある。 

 しかし、これらについては、委託するかどうかは郵便事業株式会社又は郵便

局株式会社が任意に決定することが可能であり、かつ、委託契約によって個人

情報の適正な管理を担保することができる。 

 したがって、郵便局株式会社以外の委託先については、委託先に対する監督

（第１１条）によって対応することとし、このガイドラインの直接の適用対象

とはしないこととしたものである。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（定義） 

第２条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）をいう。 

２ この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合

物であって、次に掲げるものをいう。 

  一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に

構成したもの 

  二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものとして政令で定めるもの 

３ この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業

の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

  一  国の機関 

  二  地方公共団体 

  三 独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平

成十五年法律第五十九号）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。） 

  四 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条

第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。） 

  五  その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するお

それが少ないものとして政令で定める者 

４ この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人

情報をいう。 

５ この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容

の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことの

できる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益
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その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定め

る期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 

６ この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される

特定の個人をいう。 

 

○ 個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号） 

（個人情報データベース等） 

第１条  個人情報の保護に関する法律 （以下「法」という。）第二条第二項第二号 の

政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理すること

により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情

報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

をいう。 

（個人情報取扱事業者から除外される者） 

第２条  法第二条第三項第五号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情

報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数（当該個

人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース

等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所（地図上又は電子計算機の映像面上

において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。）若しくは電話番号のみが

含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供す

るときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によっ

て識別される特定の個人の数を除く。）の合計が過去六月以内のいずれの日におい

ても五千を超えない者とする。 

（保有個人データから除外されるもの） 

第３条  法第二条第五項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一  当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、

身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

二  当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助

長し、又は誘発するおそれがあるもの 

三  当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそ

れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国

際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの 

四  当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜

査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの 

（保有個人データから除外されるものの消去までの期間） 

第４条  法第二条第五項 の政令で定める期間は、六月とする。 

 

 

 - 8 -
 



第３条 （一般原則） 

 

（一般原則） 

第３条 本ガイドラインの規定は、個人情報の適正な取扱いに関し、事業者の遵

守すべき基本的事項を定めるものとして、解釈され、運用されるものとする。

２ 事業者は、個人情報の保護に関する法律の規定及び郵便法第８条その他の関

連規定を遵守するほか、このガイドラインに従い個人情報を適正に取り扱うも

のとする。 

 

【趣旨】 

本条は、本ガイドラインの規定に関する一般原則及び郵便法その他の関連規定との

適用関係を示すものである。 

 

【解説】 

●  本ガイドラインは、郵便事業分野における個人情報保護法の適用の基準を明ら

かにするとともに、信書の秘密の保護について定める郵便法第８条その他の関連

規定を踏まえ、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が個人情報の取扱いに当た

り遵守すべき基本的事項を明らかにすることを目的としている（第１項）。 

 

●  また、第２項は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護法の規定及び信書の

秘密の保護について定める郵便法第８条その他の関連規定と本ガイドラインの規

定の適用関係を明確にするものである。 

 

● 郵便法第８条では、憲法第２１条第２項が定める「通信の秘密」の保護に基づき、

信書の秘密の保護について規定している。保護の対象には、信書の内容のみならず、

差出人や受取人の住所や氏名等、信書に関する一切の事項が含まれる。 

信書の秘密に該当する事項は、個人に係る情報であるか法人等に係る情報である

かの区別なく保護されるが、個人に係る信書の秘密は当該差出人及び受取人の個人

情報に包摂されることから、このような場合には、郵便法のみならず個人情報保護

法に基づく規律の対象にもなることに留意する必要がある。具体的には、例えば、

信書の秘密に該当する情報の管理については、事業者は、郵便法に基づいて作成・

認可された郵便業務管理規程を遵守するとともに、個人情報保護法に基づく安全管

理措置を講ずる必要がある。 

一方、例えば、事業者が保有する個々の信書の送達には関連しない個人情報（契

約者情報、料金の支払状況等）については、基本的には、信書の秘密の保護の対象

外にはなるものの、個人情報保護法に基づく規律は及ぶこととなる。 
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【参考】 

○ 郵便法（昭和２２年法律第１６５号） 

 （秘密の保護）  

第８条 会社の取扱中に係る郵便物の秘密は、侵してはならない。  

２ 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らな

ければならない。その職を退いた後においても、同様とする。  
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第４条 （利用目的の特定） 

 

（利用目的の特定） 

第４条 事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利

用目的」という。）をできる限り特定しなければならない。 

２ 事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性

を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

 

【趣旨】 

 本条は、個人情報保護法第１５条（利用目的の特定）と同様の規定を設けるもので

ある。 

 

【解説】 

●  事業者は、個人情報がいかなる事業の用に供され、いかなる目的で利用される

かをできる限り特定しなければならない（第１項）。ここでいう「できる限り」と

は、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、可能な限り、個別的

に特定することを求める趣旨であり、例えば「郵便サービスの利用案内のため」

といったものが考えられる。 

 

●  いったん利用目的を特定した後においても、その変更が一切認められないもの

ではないが、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範

囲に留める必要がある（第２項）。「相当の関連性を有する」とは、いったん特定

された利用目的からみて、想定されることが困難でない程度の関連性を有するこ

とをいう。また、「合理的に認められる」とは、社会通念上妥当であると客観的に

認識されるとの趣旨である。 

 

●  なお、変更された利用目的は、第７条第３項に基づき、本人に通知又は公表す

る必要がある。また、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えた

利用目的で個人情報を利用する場合には、本人の同意を得るか、新たに利用目的

を定め、再度、個人情報を取得する必要がある（新たな目的について公表等の措

置を講ずることも必要）。 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（利用目的の特定） 

第１５条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目

的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定しなればならない。 
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２ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当

の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 
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第５条 （利用目的による制限） 

 

（利用目的による制限） 

第５条 事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定さ

れた利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

２ 事業者は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継することに伴

って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前に

おける当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を

取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

 一 法令に基づく場合 

 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。 

 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

４ 前項の規定にかかわらず、事業者は、同項各号に掲げる場合であっても、利

用者の同意がある場合その他の正当な事由がある場合を除いては、前条の規定

により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、信書の秘密に係る個

人情報を取り扱ってはならない。 

 

【趣旨】 

 本条は、個人情報保護法第１６条（利用目的による制限）と同様の規定を設けると

ともに、第４項において、当該個人情報が本人の信書の秘密にも該当する場合には、

本人の同意なき利用目的外での利用は正当な事由がある場合を除き許されないこと

を確認的に定めるものである。 

 

【解説】 

●  事業者は、あらかじめ本人の同意を得ていない場合は、第３項に規定する場合

を除いて、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて扱うことはできない

（第１項）。ここでいう「あらかじめ」とは、既に特定されている利用目的の達成

に必要な範囲を超えた個人情報の取扱いを行う時点より前をいう。また、本ガイ

ドラインでいう「個人情報の取扱い」とは、個人情報に関する一切の行為を含む

ものであり、取扱いの手段、方法、個人情報の内容、量などについても、必要な

限度を超えないことが求められる。したがって、利用目的に照らして過剰な個人
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情報の取得も許されるものではなく、例えば、差出人の本人確認のために、差出

人の収入等に関する情報は必要とはいえず、取得は制限される。 

 

●  合併その他の事由により事業を承継した事業者が自由に利用目的を設定するこ

ととなれば、本人にとって不測の権利利益の侵害が生じるおそれが高まることと

なる。そのため、本人の同意がない限りは、承継前の利用目的の達成に必要な範

囲を超えて当該個人情報を取り扱ってはならない（第２項）。「合併その他の事由」

とは、合併の他、営業譲渡、営業の現物出資、会社分割等が想定される。なお、

承継前の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、

本人の同意を得る必要はない。 

 

●  第３項各号に規定する他の権利利益の保護を優先すべき場合には、例外的に目

的外の利用が認められる場合がある。なお、本項各号により目的外で利用する必

要性がある場合の多くは、個人データを第三者に提供する必要性がある場合であ

ると想定されることから、併せて、第１３条（第三者提供の制限）解説を参照さ

れたい。 

 

●   なお、第４項は、第３項各号の規定の適用により目的外の利用が認められる場

合であっても、当該個人情報が本人の信書の秘密にも該当する場合には、本人の

同意なき目的外の利用は正当な事由がある場合を除き許されないことについて確

認する旨の規定である。ここでいう「正当な事由」とは、緊急避難等の違法性阻

却事由に該当する場合を指す。具体的には、例えば、災害や事故等の緊急時にお

いて兼業する宅配便の配達を早急に行う必要がある場合に、郵便物の送達に関し

て取得した受取人の転居先の住所情報を当該配達のために利用するといった場合

が挙げられる。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（利用目的による制限） 

第１６条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定に

より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはな

らない。 

２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事

業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得

ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当

該個人情報を取り扱ってはならない。 

３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 
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  一 法令に基づく場合 

 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 
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第６条 （適正な取得） 

 

（適正な取得） 

第６条 事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第１７条（適正な取得）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、適法かつ公正な手段により行われなければならず、偽りその他不正の

手段によって個人情報を取得してはならない。 

 

● ここでいう「偽りその他不正の手段」とは、例えば、利用目的を偽ったり、誤解

をさせて個人情報を取得するような場合をいう。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（適正な取得） 

第１７条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得して

はならない。 
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第７条 （取得に際しての利用目的の通知等） 

 

（取得に際しての利用目的の通知等） 

第７条 事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表

している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表し

なければならない。 

２ 事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴

って契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同

じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面

にて記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財

産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 

３ 事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人

に通知し、又は公表しなければならない。 

４ 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、

身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事業者の権利又は

正当な利益を害するおそれがある場合 

 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協

力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第１８条（取得に際しての利用目的の通知等）と同様の規

定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表すること

が望ましい。公表していない場合には、個人情報の取得後速やかに、その利用目的

を本人に通知し又は公表しなければならない（第１項）。利用目的が通知・公表さ

れることで、本人の不安感が和らぐとともに、本人の開示・訂正等の求めによる適

切な関与も担保されることになる。 

ここでいう「通知」とは、口頭、電話や電子メール等により本人に直接知らせる

ことをいい、「公表」とはホームページへの掲載、パンフレットへの記載・配布や
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事務所・店舗内における書面の掲示等によって広く一般の人々が知ることができる

ように発表することをいう。 

 

● ただし、第２項に該当するような場合には、人の生命、身体又は財産の保護のた

めの緊急性がある場合を除き、あらかじめ、本人にその利用目的を明示しなければ

ならない。これに該当する事例としては、例えば、契約やアンケート調査のため、

書面やインターネットの画面を用いて直接本人から個人情報を取得するような場

合が想定される。「明示」の方法としては、例えば、契約締結時に契約内容を説明

する書面に利用目的を記載し、それを契約締結前に交付して示すことなどが想定さ

れる。 

 

● また、利用目的を変更した場合は、その旨を本人に通知し、又は公表しなければ

ならない（第３項）。また、利用目的を変更する場合には、第４条第２項に基づき、

変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行

ってはならない。 

 

● なお、第４項の各号に該当するような場合には、利用目的を本人に通知・公表す

る必要はない。ただし、当該情報を新サービスの案内等、他の目的のために使う場

合は、これに該当しないため、あらかじめ利用目的を通知・公表する必要がある。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（取得に際しての利用目的の通知等）  

第１８条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用

目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は

公表しなければならない。  

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結する

ことに伴って契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に よ

っては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同

じ。）に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接 書面に

記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その

利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産 の保護の

ために緊急に必要がある場合は、この限りでない。  

３ 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的につい

て、本人に通知し、又は公表しなければならない。  

４ 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。  

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合  
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二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の

権利又は正当な利益を害するおそれがある場合  

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによ

り当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。  

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合  
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第８条 （データ内容の正確性の確保） 

 

（データ内容の正確性の確保） 

第８条 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確

かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第１９条（データ内容の正確性の確保）と同様の規定を設

けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、個人データの取扱いに際して、その正確性・最新性の確保に努める必

要がある。 

 

● ただし、本条は、保有する個人データについて、一律に、常に正確かつ最新の内

容に保つことを義務付けるものではなく、それぞれの利用目的に応じて、その必要

な範囲内で正確性・最新性を確保すれば足りる。例えば、配達情報に関して、受取

人の住所について常時最新情報を把握することまで求めるものではなく、転送届等

によって知り得た範囲で個人データを更新していれば足りると考えられる。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（データ内容の正確性の確保）  

第１９条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人デ

ータを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。  
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第９条 （安全管理措置） 

 

（安全管理措置） 

第９条 事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人的、

物理的及び技術的安全管理措置を講じなければならない。その際、本人の個人

データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、

必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

２ 事業者は、組織的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 一 個人情報保護管理者の設置 

 二 個人データの安全管理措置を講じるための組織体制の整備 

 三 個人データの安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用 

 四 個人データ取扱台帳の整備 

 五 個人データの安全管理措置の評価、見直し及び改善 

 六 事故又は違反への対処に関する手続の策定 

３ 事業者は、人的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよう

努めなければならない。 

 一 雇用契約時における従業者との非開示契約の締結、及び委託契約等（派遣

契約を含む。）における委託者と受託者間での非開示契約の締結 

 二 従業者に対する内部規程等の周知、教育、訓練の実施 

４ 事業者は、物理的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 一 入退館（室）管理の実施 

 二 盗難等に対する対策 

 三 機器、装置等の物理的な保護 

５ 事業者は、技術的安全管理のために次に掲げる事項について措置を講ずるよ

う努めなければならない。 

 一 個人データのアクセスにおける識別と認証 

 二 個人データへのアクセス制御 

 三 個人データへのアクセス権限の管理 

 四 個人データのアクセスの記録 

 五 個人データを取り扱う情報システムに対する不正ソフトウェア対策 

 六 個人データの移送・通信時の対策 

 七 個人データを取り扱う情報システムの動作確認時の対策 

 八 個人データを取り扱う情報システムの監視 
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【趣旨】 

 本条は、事業者が個人データを取り扱うに当たり、当該データを安全に管理するた

めの措置を講ずることを定めるものである。 

第１項は個人情報保護法第２０条（安全管理措置）と同様の規定を設けるものであ

り、第２項から第５項は個人データを安全に管理するための具体的な措置について規

定するものである。 

  

【解説】 

● 本条は、安全管理措置を組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管

理措置、技術的安全管理措置の４つに分類し、それぞれにつき事業の性質及び個人

データの取扱状況等に起因するリスクに応じ、措置するよう努めるべき事項を定め

るものである。 

 第１項は、上記４分類による安全管理措置を行うべきことを定めた総則的規定で

ある。 

 

● 第２項の組織的安全措置とは、安全管理について従業者の責任と権限を明確に定

め、安全管理に関する規程や手順書を整備・運用し、その実施状況等を確認するこ

と等をいう。具体的な措置については各号のとおりである。 

 ・ 第１号の「個人情報保護管理者」とは、当該事業者の個人情報の適正な取扱い

の確保について責任と権限を有する者をいう。 

 ・ 第４号の「個人データ取扱台帳」とは、個人データについて取得する項目、通

知・公表した利用目的、保管の場所・方法、アクセス権限を有する者その他個人

データの適正な取扱いに必要な情報を掲載したものをいう。 

 ・ 第６号の「事故又は違反への対処に関する手続きの策定」とは、例えば、事実

調査や原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討・実施、影響を受ける可

能性のある本人への通知、事実関係等の公表、総務省への報告などをいう。なお、

第２２条（漏えい等が発生した場合の対応）も参照されたい。 

 

● 第３項の人的安全管理措置とは、従業者や委託先との間で個人データに関する非

開示契約の締結や従業者に対する教育・訓練等を行うことをいう。ここでいう「従

業者」とは、事業者との間の雇用関係の有無にかかわらず、事業者の指揮監督を受

けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契約社員、嘱

託社員、パートタイマー、アルバイト等）及び役員のほか派遣労働者も含まれる。 

 ・ 第１号の雇用契約又は委託契約等における非開示条項については、契約終了後

も一定期間有効であることが望ましい。また、従業者における非開示の義務につ

いては就業規則等の社内規程に定めることも可能である（ただし、この場合には

労働基準法第８９条及び第９０条等の労働関連法規に留意する必要がある）。 
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・ 第２号の「内部規程等の周知、教育、訓練の実施」に関する取組としては、例

えば、法令及び安全管理に関する内部規程・マニュアルの周知や個人データを取

り扱う情報システム等に関する社内研修の実施といったことが挙げられる。 

 

● 第４項の物理的安全管理措置とは、個人データの盗難や紛失等を防止することを

いう。具体的な措置については各号のとおりであるが、例えば、郵便物の配送を行

う者は、業務上、携帯電話を使用することがあるが、当該携帯電話に個人データを

登録している場合には、その盗難や紛失等を防止するための措置として、携帯電話

に備わっているセキュリティ機能や画面ロック等の機能を利用して適切な措置を

講ずることが望まれる。 

 

● 第５項の技術的安全管理措置とは、個人データ及びそれを取り扱う情報システム

等への外部からの不正な侵入を防止するためのアクセス制御、不正ソフトウェア対

策やシステムの監視など、個人データに対する技術的な安全管理措置をいう。具体

的な措置については各号のとおりである。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（安全管理措置）  

第２０条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損

の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなけれ

ばならない。  

 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ６ 個人情報取扱事業者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（１）個人情報取扱事業者に関する事項 

② 責任体制の確保 

事業運営において個人情報の保護を適切に位置づける観点から、外部から

の不正アクセスの防御対策のほか、個人情報保護管理者の設置、内部関係者

のアクセス管理や持ち出し防止策等、個人情報の安全管理について、事業者

の内部における責任体制を確保するための仕組みを整備することが重要で

ある。 

 

○ 労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 

第９章 就業規則 

 （作成及び届出の義務） 
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第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について

就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更し

た場合においても、同様とする。 

 一～十 （略） 

 （作成の手続） 

第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の

過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で

組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴

かなければならない。 

２  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を

添付しなければならない。 
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第１０条 （従業者の監督） 

 

（従業者の監督） 

第１０条 事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当

該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な

監督を行わなければならない。 

２ 郵便の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人データの内容を

みだりに他人に知らせないものとし、また、不当な目的に使用してはならない。

その職を退いた後においても同様とする。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２１条（従業者の監督）と同様の規定を設けるとともに、

第２項において、郵便法第８条第２項の趣旨に則り、郵便物に関して知り得た個人デ

ータの内容を保護するよう規定するものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、安全管理が図

られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない（第１項）。 

・ 「従業者」とは、事業者との間の雇用関係の有無にかかわらず、事業者の指揮

監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある従業員（正社員、契

約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト等）及び役員のほか派遣労働者

も含まれる。（なお、個人ライダー等の取扱いについては第１１条（委託先の監

督）を参照。） 

・ 「必要かつ適切な監督」としては、例えば、従業者が内部規程に従って個人デ

ータを適正に取り扱っているかについて、あらかじめ定めた間隔で定期的に確認

すること等が想定される。 

 

● 第２項は、郵便の業務に従事する者について、その業務に関して知り得た個人デ

ータを適正に取り扱うべき責務があることを明らかにしたものである。 

郵便法第８条第２項では、郵便の業務に従事する者に対し、郵便物に関して知り

得た他人の秘密を守るべき義務が課されている。ここでいう「他人の秘密」とは、

信書の内容のみならず、差出人・受取人の氏名、住所又は居所、取扱年月日、差出

個数その他通信そのものの構成要素を成す一切の事項を指す。 

 一方、例えば、郵便事業株式会社や郵便局株式会社が個々の信書の送達には関連

しない個人情報（法人営業先リスト、料金の支払状況等）を個人データといった形

で保有している場合には、かかる守秘義務は及ばないと考えられるものの、個人情
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報保護の観点から同様に保護することが適当であることから、このような規定を置

くこととしたものである。 

 

● 第２項でいう「みだりに他人に知らせ」るとは、自己の権限に含まれない場合や

含まれる場合であっても正当な理由なく他人に知らせることをいう。また、「不当

な目的に使用」するとは、自己の利益を図るために利用する場合や他人の正当な利

益に反して利用する場合等をいう。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（従業者の監督）  

第２１条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっ

ては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適

切な監督を行わなければならない。 

 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ６ 個人情報取扱事業者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（２）個人情報取扱事業者に関する事項 

③ 従業者の啓発 

事業者において、個人情報の漏えい等の防止等、その取り扱う個人情報の

適切な保護が確保されるためには、教育研修の実施等を通じて、個人情報を

実際に業務で取り扱うこととなる従業者の啓発を図ることにより、従業者の

個人情報保護意識を徹底することが重要である。 
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第１１条 （委託先の監督） 

 

（委託先の監督） 

第１１条 事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、そ

の取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者

に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

２ 事業者は、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先とし

て選定するための基準を設けるよう努めなければならない。 

３ 事業者は、前項の規定を遵守するために次に掲げる事項について委託契約時

に明確化に努めなければならない。 

 一 個人データの安全管理に関する事項。例えば、次に掲げる事項。  

イ 個人データの漏えい等の防止、盗用の禁止に関する事項 

  ロ 委託契約範囲外の加工、利用の禁止 

  ハ 委託契約範囲外の複写、複製の禁止 

  ニ 委託処理期間 

  ホ 委託処理終了後の個人データの返還・消去・破棄に関する事項 

 二 個人データの取扱状況に関する委託元への報告の内容及び頻度 

 三 委託契約の内容、期間が遵守されていることの確認 

 四 委託契約の内容、期間が遵守されなかった場合の措置 

 五 個人データの漏えい等の事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項 

 六 個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元と委託先の責

任の範囲 

４ 事業者から委託された個人データの取扱いに係る業務に従事する者は、その

業務に関して知り得た個人データの内容をみだりに他人に知らせないものと

し、また、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後においても同

様とする。 

 

【趣旨】 

本条は、第１項において個人情報保護法第２２条（委託先の監督）と同様の規定を

設けるとともに、第２項及び第３項において、そのための具体的な取組として、個人

データの取扱いを委託する際に努めるべき事項について規定するものである。また第

４項において、郵便法第８条第２項の趣旨に則り、郵便の業務に関して知り得た個人

データの内容を保護するよう規定するものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを

委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要か
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つ適切な監督を行わなければならない（第１項）。 

ここでいう「委託」とは、契約の形態・種類を問わず、事業者が他の者に個人情

報の取扱いの全部又は一部を行わせることを内容とする契約の一切を含むもので

ある。 

 

● 事業者は、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選

定するための基準を設けるよう努めるものとする（第２項）。また、第３項に規定

した事項について、委託契約時に明確化に努める必要がある。委託先として選定す

るための基準に盛り込むべき事項としては、例えば、委託先における安全管理措置

の状況、従業者の監督の状況、個人情報保護に関する第三者認証の取得の有無など

が考えられる。 

 

● 第４項は、事業者から委託された個人情報の取扱いの業務に従事する者（受託者

及びその従業者）について、その業務に関して知り得た個人データを適正に取り扱

うべき責務があることを明らかにしたものである。（本項の趣旨、「みだりに他人に

知らせ」及び「不当な目的に使用」の内容については、第１０条（従業者の監督）

の解説を参照。） 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（委託先の監督）  

第２２条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場

合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受け

た者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。  

 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ６ 個人情報取扱事業者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（１）個人情報取扱事業者に関する事項 

② 責任体制の確保 

また、個人情報の取扱いを外部に委託することとなる際には、委託契約の

中で、個人情報の流出防止をはじめとする保護のための措置が委託先におい

て確保されるよう、委託元と委託先のそれぞれの責任等を明確に定めること

により、再委託される場合も含めて実効的な監督体制を確保することが重要

である。 
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○ 郵便法 

（秘密の保護）  

第８条 （略）  

２ 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らな

ければならない。その職を退いた後においても、同様とする。  
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第１２条 （プライバシーポリシー） 

 

（プライバシーポリシー） 

第１２条 事業者は、プライバシーポリシー（当該事業者の個人情報の取扱いに

関する方針についての宣言をいう。）を策定・公表し、これを遵守するように努

めなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日閣議決定）を踏

まえ、事業者がプライバシーポリシーを策定・公表し、これを遵守するよう努めるこ

とを定めるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、事業活動に対する社会の信頼を確保するため、自らが保有する個人情

報の取扱いに関する方針についての宣言をプライバシーポリシーとして策定・公表

し、これを遵守するように努めることが重要である。 

 

● 事業者がプライバシーポリシーに記載すべき事項としては、例えば、次のような

ものが考えられる。 

① 個人情報保護法及び郵便法その他関係法令の遵守に関すること 

② 第１４条第１項各号に定める保有個人データに関して公表すべき事項 

 ・自己の氏名又は名称 

 ・利用目的 

  ・「開示等の求め」に応じる手続 

  ・苦情の申出先 等 

③ 第９条の安全管理措置に関すること 

 

● 策定したプライバシーポリシーの具体的な公表方法については、例えば、ホーム

ページへの掲載のほか、支店・郵便局における書面の掲示といった方法が挙げられ

る。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ６ 個人情報取扱事業者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（１）個人情報取扱事業者に関する事項 

① 事業者が行う措置の対外的明確化 
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事業者の個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言（いわゆる、

プライバシーポリシー、プライバシーステイトメント等）の策定・公表に

より、個人情報を目的外に利用しないことや苦情処理に適切に取り組むこ

と等を宣言するとともに、事業者が関係法令等を遵守し、利用目的の通知・

公表、開示等の個人情報の取扱いに関する諸手続について、あらかじめ、

対外的に分かりやすく説明することが、事業活動に対する社会の信頼を確

保するために重要である。 
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第１３条 （第三者提供の制限） 

 

（第三者提供の制限） 

第１３条 事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な

いで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合

であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当

該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場

合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人

が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個

人データを第三者に提供することができる。 

 一 第三者への提供を利用目的とすること。 

 二 第三者に提供される個人データの項目 

 三 第三者への提供の手段又は方法 

 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を

停止すること。 

３ 事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する

内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

置かなければならない。 

４ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規

定の適用については、第三者に該当しないものとする。 

 一 事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全

部又は一部を委託する場合 

 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並

びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利

用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏

名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得

る状態に置いているとき。 

５ 事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管
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理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

かなければならない。 

６ 事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、信書の秘密の保護

に係る郵便法第８条その他の関連規定を遵守しなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２３条（第三者提供の制限）と同様の規定を設けるとと

もに、第６項において、当該個人データが本人の信書の秘密にも該当する場合には、

本人の同意なき第三者提供は正当な事由がある場合を除き許されないことを確認的

に定めるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に個人データを

提供することはできない（第１項）。 

  ここでいう「あらかじめ」とは、「個人データの第三者への提供に当たりあらか

じめ」をいう。また、「本人の同意を得る」とは、事業の性質及び個人情報の取扱

状況に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切

な方法によらなければならない。例えば、同意する旨を本人から口頭又は書面（電

子メール、ホームページ上の入力画面等を含む。）で確認することなどが考えられ

る。 

 

● 第三者提供とされる事例としては、例えば、親子兄弟会社やグループ会社の間で

個人データを交換する場合や同業者間で個人データを交換する場合などが挙げら

れる。一方、同一事業者内において他部門へ個人データを提供することは該当しな

い（ただし、利用目的による制限があることに留意する必要がある）。 

 

● ただし、以下の場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者

に提供することができる。 

① 他の法益が優先する場合（第１項各号） 

② 本人の求めによる提供停止（いわゆるオプトアウト）を行っている場合（第２

項、第３項） 

③ 当該個人データを受け取る者が第三者と見なされない場合（第４項） 

 

● 第１項第１号の「法令に基づく場合」とは、例えば、裁判官等の発付する令状に

より郵便物の差押え等がなされる場合（刑事訴訟法第１００条、同法第２２２条）

や法律上の照会権限を有する者から郵便物に関する照会がなされる場合（弁護士法

第２３条の２）等が想定される。前者の場合には、令状で特定された範囲内の情報
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の提供を拒むことはできない。これに対して、後者の場合には、原則として照会に

応ずるべきであるが、当該個人データが本人の信書の秘密に該当する場合には当該

データを提供することは適当ではない（「信書の秘密」の内容については第３条解

説参照）。 

 一方、例えば、事業者が個々の信書の送達には関連しない個人情報（契約者情報、

料金の支払状況等）を個人データといった形で保有している場合、当該データは信

書の秘密の保護の対象外になると考えられるため、基本的には法律上の照会権限を

有する者からの照会に応ずることは可能である。ただし、個々の信書の送達に関連

するかどうかは、照会の仕方で変わってくるとも考えられ、照会の過程でその対象

が個々の信書の送達と密接に関係することが推測される場合には、信書の秘密に該

当するものとして取り扱うことが適当である。 

 

● また、第４項では、①委託、②業務承継、③共同利用の場合について、当該個人

データの提供を受けることとなる者は「第三者」に該当しないことを規定している。

この点、郵便事業では運送・集配業務を委託することがあるが、その場合に、例え

ば、個人データを含む配送先に関する情報を委託先に渡すことは第三者提供には該

当せず、委託先の監督責任が発生することになる（委託先の監督については第１１

条参照）。 

 

●  なお、第６項は、第１項から第５項の規定の適用により第三者提供が認められ

る場合であっても、当該個人データが信書の秘密にも該当する場合には、本人の

同意なき第三者提供は正当な事由がある場合を除き許されないことについて確認

する旨の規定である。ここでいう「正当な事由」とは、緊急避難等の違法性阻却

事由に該当する場合を指す。具体的には、例えば、災害や事故等の緊急時におい

て、郵便物の送達に関して取得した差出人や受取人の住所、電話番号といった情

報を自治体等に提供するといった場合が挙げられる。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（第三者提供の制限） 

第２３条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同

意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

  一 法令に基づく場合 

 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

  三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 
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  四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務

を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得るこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに

応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとして

いる場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人

データを第三者に提供することができる。 

 一 第三者への提供を利用目的とすること 

 二 第三者に提供される個人データの項目 

 三 第三者への提供の手段又は方法 

 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停

止すること。 

３ 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、

変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置かなければならない。 

４ 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の

適用については、第三者に該当しないものとする。 

  一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの

取扱いの全部又は一部を委託する場合 

  二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに

共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者

の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称

について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて

いるとき。 

５ 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人デ

ータの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更す

る内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

かなければならない。 
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第１４条 （保有個人データに関する事項の公表等） 

 

（保有個人データに関する事項の公表） 

第１４条 事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の

知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなけ

ればならない。 

 一 当該事業者の氏名又は名称 

 二 すべての保有個人データの利用目的（第７条第４項第１号から第３号まで

に該当する場合を除く。） 

 三 次項、次条第１項、第１６条第１項又は第１７条第１項若しくは第２項の

規定による求めに応じる手続（第２０条第２項の規定により手数料の額を定

めたときは、その手数料の額を含む） 

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し

必要な事項として次に掲げるもの 

イ 当該事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 

ロ 当該事業者が認定個人除法保護団体の対象事業者である場合にあって

は、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 

２ 事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通

知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明ら

かな場合 

二 第７条第４項第１号から第３号までに該当する場合 

３ 事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知

しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ

ばならない。 

 

【趣旨】 

 本条は、個人情報保護法第２４条（保有個人データに関する事項の公表等）と同様

の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、保有個人データに関して第１項各号に定める事項について本人の知り

得る状態に置かなければならない（第１項）。第１項各号に定める事項は、本人が

開示等の求めを行う上での実効性を担保するために必要不可欠な事項として定め

るものである。 
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● 「本人の知り得る状態」とは、本人が知ろうとすれば知ることができる状態をい

う。具体的には、ホームページへの掲載、パンフレットへの記載・配布、支店・郵

便局内における書面の掲示・備付け、本人の求めに応じて遅滞なく回答を行うこと

等が考えられる。 

 

● また、事業者は、第２項各号の場合を除き、本人から、当該本人が識別される保

有個人データの利用目的の通知を求められたときは、遅滞なく、本人に通知しなけ

ればならない（第２項）。「通知」の方法については、第７条解説参照。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第２４条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、

本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置か

なければならない。 

 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 

 二 すべての保有個人データの利用目的(第１８条第４項第１号から第３号までに

該当する場合を除く。) 

 三 次項、次条第１項、第２６条第１項又は第２７条第１項若しくは第２項の規定

による求めに応じる手続（第３０条第２項の規定により手数料の額を定めたとき

は、その手数料の額を含む。） 

 四 前３号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要

な事項として政令で定めるもの 

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用

目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らか

な場合 

  二 第１８条第４項第１号から第３号までに該当する場合 

３ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目

的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しな

ければならない。 

 

○ 個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号） 

（保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項） 

第５条 法第２４条第１項第４号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

 一 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出

先 

 二 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合に
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あっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 

 - 38 -
 



第１５条 （開示） 

 

（開示） 

第１５条 郵便事業株式会社（以下第２０条までにおいて「会社」という。）は、

本人から当該本人が識別される保有個人データの開示（当該本人が識別される

保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）

を求められたときは、本人に対し、書面の交付（開示の求めを行った者が同意

した方法があるときは、当該方法）により、遅滞なく、当該保有個人データを

開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに

該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ

 る場合 

 二 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

三 他の法令に違反することとなる場合 

２ 事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部に

ついて開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通

知しなければならない。 

３ 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方

法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示すること

とされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項

の規定は、適用しない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２５条（開示）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、本人から保有個人データの開示の求められた場合には、遅滞なく、当

該個人保有データを開示しなければならない（第１項）。ただし、第１項各号に該

当すると判断される場合には、例外的に、保有個人データの全部又は一部を不開示

とすることが認められる。 

 ここで、このガイドラインにおける「事業者」とは、第２条第６項で定義される

ところの郵便事業株式会社及び郵便局株式会社となる。 

 しかしながら、郵便事業の事業主体は郵便事業株式会社であり、郵便局株式会社

は郵便窓口業務の受託者という位置づけになる。個人情報の取扱いに関する諸規定

は、法定受託者たる郵便局株式会社に対しても適用される必要があるが、個人情報

の開示等という行為に関しては、その主体を事業主体たる郵便事業株式会社のみに

限定し、その責任を明確化することとしている。 
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 なお、この条から第２０条までにおいて、責任主体は郵便事業株式会社となるの

で、「会社」という略称規定を用いている。この「解説」においても、第２０条の

部分までは、郵便事業株式会社を単に「会社」と表記する。 

 

● この場合の「開示」とは、求めの対象である「保有個人データ」が存在しないと

いう場合を含む。開示の方法は、書面によるほか、求めを行った者が同意している

場合には電子メール、電話、口頭説明等の方法によることも可能である。 

 

● また、保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、

本人に対し遅滞なく当該決定をした旨を通知しなければならない（第２項）。「通知」

の方法については、第７条解説参照。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（開示） 

第２５条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ

の開示（当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせ

ることを含む。以下同じ。）を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法

により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示

することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示し

ないことができる。 

 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場

合 

 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれが

ある場合 

 三 他の法令に違反することとなる場合 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又

は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨

を通知しなければならない。 

３ 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法に

より当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされ

ている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、

適用しない。 

 

○ 個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号）  

（個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法） 

第６条 法第２５条第１項の政令で定める方法は、書面の交付による方法（開示の求

めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法）とする。 
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第１６条 （訂正等） 

 

（訂正等） 

第１６条 会社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事

実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除

（以下この条において「訂正等」という。）を求められる場合には、その内容の

訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除

き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、そ

の結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

２ 会社は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しく

は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたと

きは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含

む。）を通知しなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２６条（訂正等）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 会社は、本人から保有個人データに誤りがあり、事実でないという理由によって、

その内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場合には、

原則として、訂正等を行わなければならない（第１項）。ただし、利用目的から見

て訂正等の必要がない場合や誤りである旨の指摘が正しくない場合には訂正等を

行う必要はない。 

 

● 訂正等を行った場合にはその内容、訂正等を行わない旨を決定した場合は、本人

に遅滞なく、その旨を通知しなければならない（第２項）。「通知」の方法について

は、第７条解説参照。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（訂正等） 

第２６条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ

の内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又

は削除（以下この条において「訂正等」という。）を求められた場合には、その内

容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除

き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結

果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 
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２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の

全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定を

したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を

含む。）を通知しなければならない。 

 

 - 42 -
 



第１７条 （利用停止等） 

 

（利用停止等） 

第１７条 会社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第５条の

規定に違反して取り扱われているという理由又は第６条の規定に違反して取得

されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消

去（以下この条において「利用停止等」という。）を求められた場合であって、

その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度

で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただ

し、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停

止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ

れに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

２ 会社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第１３条第１項

の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人デ

ータの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由がある

ことが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止

しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合で

あって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、この限りでない。 

３ 会社は、第１項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一

部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定を

したとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは

一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止し

ない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければ

ならない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２７条（利用停止等）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 会社は、本人から、以下の理由により、保有個人データの利用の停止又は消去も

しくは第三者提供の禁止（以下「利用の停止等」という。）を求められた場合には、

原則として、かかる措置を講じなければならない（第１項、第２項）。 

 ① 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有個人データを取り扱っている場合 

② 偽りその他不正の手段により保有個人データを取得した場合 

③ 第三者提供の制限に違反して保有個人データが提供された場合 
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● 利用の停止等を行った場合又は利用の停止等を行わない旨を決定した場合は、本

人に遅滞なく、その旨を通知しなければならない（第３項）。「通知」の方法につい

ては、第７条解説参照。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（利用停止等） 

第２７条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ

が第１６条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第１７条の規定に

違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の

停止又は消去（以下この条において「利用停止等」という。）を求められた場合で

あって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要

な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。

ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用

停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこ

れに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

２ 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが２３

条第１項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有

個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由が

あることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停

止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。 

３ 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部

若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨

の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若し

くは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止

しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければな

らない。 
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第１８条 （理由の説明） 

 

（理由の説明） 

第１８条 会社は、第１４条第３項、第１５条第２項、第１６条第２項又は前条

第３項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その

措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知す

る場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２８条（理由の説明）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 会社は、保有個人データの公表・開示・訂正・利用停止等に関し、本人から求め

られた措置をとらない旨又は求められた措置とは異なる措置をとる旨を本人に通

知する場合には、併せて、本人に対して、その理由を説明するように努めなければ

ならない。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（理由の説明） 

第２８条 個人情報取扱事業者は、第２４条第３項、第２５条第２項、第２６条第２

項又は前条第３項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、

その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知

する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 
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第１９条 （開示等の求めに応じる手続） 

 

（開示等の求めに応じる手続） 

第１９条 会社は、第１４条第２項、第１５条第１項、第１６条第１項又は第１

７条第１項若しくは第２項の規定による求め（以下この条において「開示等の求

め」という。）に関し、次の各号に掲げるとおり、その求めを受け付ける方法を

定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の

求めを行わなければならない。 

 一 開示等の求めの申出先 

 二 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様

式その他の開示等の求めの方式 

 三 開示等の求めをする者が本人又は第三項に規定する代理人であることの確

認方法 

 四 次条第１項の手数料の徴収方法 

２ 会社は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データ

を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、会

社は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有

個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置

をとらなければならない。 

３ 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってすることができる。ただし、第

１５条第１項の規定による開示の求めについては、本人の具体的な委任によら

ない代理人に開示することにより本人の信書の秘密を侵害する等、同項各号の

いずれかに該当する場合はこの限りでない。 

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

 二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 

４ 会社は、前３項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっ

ては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第２９条（開示等の求めに応じる手続）と同様の規定を設

けるとともに、第３項の代理人による開示の求めについては、本人の信書の秘密を侵

害する等の場合には応じてはならないことを確認的に定めるものである。 

 

【解説】 

● 会社は、保有個人データの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、

利用の停止又は消去、第三者提供の停止の求め（以下、「開示等の求め」という。）
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について、その求めを受け付ける方法を定めることができる（第１項）。 

  会社は、かかる手続きを定めた場合には、個人情報保護法第２４条第１項の規定

に基づき、本人の知り得る状態に置かなくてはならない。手続きを定めるかどうか

は会社の任意であるが、定めた場合には本人は当該方法に従って求めを行う必要が

ある。 

 

● 本人が、未成年者である場合や成年被後見人である場合又は本人の委任がある場

合は、代理人による開示等の求めが可能である（第３項）。 

  なお、第３項ただし書きは、本人からの委任の内容が具体的に特定されていない

代理人に対して個々の信書の差出人や受取人の氏名・住所・電話番号を開示するな

ど本人の「信書の秘密」を侵すおそれがある場合や代理人による開示の求めを認め

ることが本人と利益相反になるおそれがある場合など、第１５条第１項各号のいず

れかに該当する場合には、代理人による求めは認められない旨を確認的に定めたも

のである。 

 

● 会社は、開示等の求めについて、本人に過重な負担を課するような手続きを定め

ることがないよう配慮しなければならない（第４項）。具体的には、必要以上に膨

大な資料の提出を求めること、煩雑な書類を書かせること、あるいは、受付窓口を

不当に利便性の悪い場所に設置することなどがないよう配慮する必要がある。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（開示等の求めに応じる手続） 

第２９条 個人情報取扱事業者は、第２４条第２項、第２５条第１項、第２６条第１

項又は第２７条第１項若しくは第２項の規定による求め（以下この条において「開

示等の求め」という。）に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付け

る方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開

示等の求めを行わなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有

個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合におい

て、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができ

るよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮し

た適切な措置をとらなければならない。 

３ 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 

４ 個人情報取扱事業者は、前３項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定め

るに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければな

らない。  
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○ 個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号） 

 （開示等の求めを受け付ける方法） 

第７条 法第２９条第１項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け

付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。 

 一 開示等の求めの申出先 

 二 開示等の求めに際して提出すべき書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）の様式その他

の開示等の求めの方式 

 三 開示等の求めをする者が本人又は第三項に規定する代理人であることの確認

方法 

 四 法第３０条第１項の手数料の徴収方法 

 

 （開示等の求めをすることができる代理人） 

第８条 法第２９条第３項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は、

次に掲げる代理人とする。 

 一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 

 二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 

 - 48 -
 



第２０条 （手数料） 

 

（手数料） 

第２０条 会社は、第１４条第２項の規定による利用目的の通知又は第１５条第

１項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を

徴収することができる。 

２ 会社は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的

であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第３０条（手数料）と同様の規定を定めるものである。 

 

【解説】 

● 会社が、利用目的の通知または開示を求められたときは、その実施に関して、手

数料を徴収することができる。手数料を定めた場合は、個人情報保護法第２４条第

１項の規定に基づき、手数料の額を本人の知り得る状態に置かなくてはならない。 

 

● また、手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的に認められる範囲内にお

いて、その額を定める必要がある。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

 （手数料） 

第３０条 個人情報取扱事業者は、第２４条第２項の規定による利用目的の通知又は

第２５条第１項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手

数料を徴収することができる。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案

して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければな

らない。 
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第２１条 （苦情の処理） 

 

（事業者による苦情の処理） 

第２１条 事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努

めなければならない。 

２ 事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければな

らない。 

 

【趣旨】 

本条は、個人情報保護法第３１条（苦情の処理）と同様の規定を設けるものである。 

 

【解説】 

● 事業者は、個人情報の取扱い（利用、提供、開示、訂正等）に関する苦情全般に

ついて、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない（第１項）。 

 

● 併せて、苦情を処理するために必要な体制の整備に努めなければならない（第２

項）。具体的には、苦情処理に係る窓口/担当者の設置、苦情処理に係る規程の整備、

従業者への教育・研修の実施等の措置が考えられる。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（個人情報取扱事業者による苦情の処理） 

第３１条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な

処理に努めなければならない。 

２ 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めな

ければならない。 
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第２２条 （漏えい等が発生した場合の対応） 

 

（漏えい等が発生した場合の対応） 

第２２条 事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は、事実関係を本人

に速やかに通知しなければならない。 

２ 事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は、二次被害の防止、類似

事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を公表しなければならな

い。 

３ 事業者は、個人データの漏えい等が発生した場合は事実関係を総務省に直ち

に報告しなければならない。 

 

【趣旨】 

 本条は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日閣議決定）等を

踏まえ、実際に個人情報の漏えい等の事案が発生した場合に、事業者が講ずべき措置

を定めるものである。 

  

【解説】 

● 事業者は、自己が取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損（以下「漏えい等」

という。）が発生した場合は、当該データに係る本人が適切に対応できるよう、事

実関係を本人に速やかに通知する必要がある（第１項）。 

 

● また、上記基本方針を踏まえ、個人データの漏えい等が発生した場合は、二次被

害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事業者は、可能な限り事実関係等を

公表するものとする。事実関係のほかに公表すべき事項として、例えば、再発防止

策などが想定される（第２項）。 

 

● さらに、個人データの漏えい等が発生した場合は、事業者は、事実関係を直ちに

総務省に報告する必要がある（第３項）。 

 

 

【参考】 

○ 個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定） 

 ６ 個人情報取扱事業者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（３）個人情報取扱事業者に関する事項 

④ 事業者が行う措置の対外的明確化 

また、事業者において、個人情報の漏えい等の事案が発生した場合は、二

次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り事実関係等を
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公表することが重要である。  
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第２３条 （配達情報の取扱い） 

 

（配達情報等の取扱い） 

第２３条 事業者は、郵便物の配達のために用いられる個人データに関しては、

第８条から第１１条までに規定する安全管理に関する措置について、特に厳正

な注意を払わなければならない。 

 

【趣旨】 

本条は、郵便事業において取り扱われるもののうち、特に慎重な取扱いが必要と考

えられる配達情報等について、特に厳正な注意を求めるものである。 

 

【解説】 

● 郵便事業において保有されている個人データのうち、担当区域に郵便物を配達す

るための住所・居所情報や転居情報は、当該区域の住民に関する基本的な個人情報

である住所・氏名等を内容としている。郵便事業においては、郵便の役務を全国あ

まねく提供していることから、全国津々浦々の国民個々人に係る基本情報を把握し

ていることになる。 

 この情報については、特に慎重かつ厳正な取扱いが必要と考えられることから、

特に規定を設けることとしたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 


